
令和5年分

所得税確定申告書審査マニュアル

【書面申告編刀

令和5年12月

東京国税局



目次

1 審査マニュアルの目的． .…． ． ． ． .……………．………． ． ．…． ． ． ． ． ． ． ． ．…． ． ． ．…．……． ． ．……．…．…． ． ． ． ． ．…． 、 1

2審査の流れ． ． ． ．…． ． ．…． ．……． ． ． ． ． ． ．…．…．…．……．…． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．…．……．……．…．…．…． ． ．…． ． ． ． ． ． ． ． ． 1

3審査のポイントー共通一….…. .…． ． ． ．……． ．……． ． ．…． ． ． ．………． ．………． ．…． ．…．…． ． ． ． ．……． ． ． ． ．…1

（1）計算誤り…．……． ．…………．…．…．…．…． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．…． ．……． ． ． ． ． ．…． ． ． ． ．…………．…． ． ．…． ． ．…． 1

（2） 申告書第二表又は添付書類との不突合． ．………．……．…. ． ． ． ．…．…. .……．…．…．……．……．…．…． ．…． ． 2

（3） 不正還付及び不適法申告書への対応．…． ．…． ．……． ．…．……． ． ． ． ．…．……………． ． ． ． ． ． ．……．………． ．…2

（4） 留意事項． ． ． ．…．……．…． . . .……………………．…． ．………．………．……………． ．…．…．…． ． ． ． 、 3

4審査のポイント一個別事例一． ． ． . . . ． ． ． ．…………．………． ． ． ． ．……． ． ．………．……………． ． ．……．…．…． 5

（1） 審査前のバッチ構成． .….…. . . ．…． ．…．…． ． ．………． ．…．…． ．…． ． ． .…………………．………．……． 、 5

（2） 審査後のバッチ構成…．…. . . . .…．………………． ． ． ．……．……． ． ． ．………………．…． ． ． ． ．…．…．…． 、 6

（3） 審査のポイント……. ．……………．……………． ． ．…． ． ． ． ．…．…………．………．…． ． ． ． ． ． ．……． ．…． 8

(4) ||llll||||||■|■■||||||||||||||||||||||…………………………………………………………………………………'0
（5）誤り連絡せんの処理．….………．…．…． ．…．…………． ．…．…． ． ． ． ． ．…． ．…． ．…． ．…． ． ．……． ． ． ． ． ． ． ． ．…11

（6） 審査後の誤り連絡せん等の処理． . ． ． ． ． ． ． ． ．…． ． ．…． ． ．…． ． ． ． ．…． ． ．…． ． ．…．………． ． ． ．…． ．…．…． ． ． ． ．……． 、 14

5マイナンバーに関する審査のポイント． ． ． ． ． ． ． ．…．……．…． ．…．…．…． ．…．…………． ． ． ． ． ． ． ．…． ． ． ． ． ． ． ． ．…．…15

（1） マイナンバーに関する審査．….…．…． ． ．…．……． ． ．…．……． ．……．…． ． ． ． ． ．…． ． ． ． ． ．…．…． ．……． ． ． ．…． 15

（2） 番号確認に関する処理…………． ． ． ． ． ． ． ．…．…． ． ．…． ． ．…．……． ． ． ． ．……． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．…． ． ． ． ．…． ．……16

（3） 身元確認に関する処理．….…………．…．…………． ．……．…．…． ． ． ． ． ． ． ．……. ．…………．…．………18

（4） 実在確認に関する処理．….………． . .…………．…………．…．………． ． . ．……．………．……． ．…．…19

6医療費控除の審査のポイント…….…．………．………．…………．…． ． ．…．…．………．………．…． ．…． 、 21

（1） 源泉徴収票等が添付されていない場合（原則）…． ．…． ． ． .…. ． ． .…．…．……． ．…． ． ． .……． ．………．…．……21

（2）源泉徴収票等が添付されている場合（例外）……．…．…．…………．…． ． ．…． ． ． ． ． ．……． ． ．…． ． ． ． ． ． ． ．……． ． 、 26

7住宅借入金等特別控除の審査のポイント．…. ．…．……． ． ．…．…．……． ． ．…． ． ． ． ． ．…． ． ． ． ． ． ．……．…．…． ． ． ． ． ．…27

（1） 住宅借入金等特別控除額の計算明細書の記載内容の確認． ． ． ． ． ． ．…．……． ． ． ． ． ． ．……．……． ． ． ． ． ． ． ．…．…． ． ． ． ． ． ． ． ． 、 27



ｌ
１
１
１
１
１
１
１

２
３
４
５
６
７
８
９

１
１
１
１
１
１
１
１

登記事項証明書添付省略への対応． ． ．…．…. .…．………．…． ． ． ．…. ． ． ． ． ． . ． ． ． ． ．……． ．…．……．……． ． ．……

住宅借入金等特別控除と譲渡特例又は贈与非課税特例との重複適用の確認…． ． ．……． ． ．…． ． ． ． ． ． ． ．……．……．……

各種特例と重複適用していた場合の対応．…． ．……………．…．……． ． ． ．…． ． ． ． ． ．…．……． ．…． ． ． ． ．…．…．…

留意事項． ． ． ． ．…． ． . ． ．…．…． ． ．………． ．…．…． ．……．…． ． ． ． ．…．…． ． ． ．…． ． ．…． ． ．…． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．…．…．

整理欄の補完記入等．……．……． ． ． ． ． ． ． . . . ． ．…．…………． ． ． ． ．…． ． ．…． ．……………．…． ． ． ．…． ．…．…．

「特例適用条文等」欄の補完記入等．………………………． ．………．…． ．………．…．…． ． ． ．……．……．

添付書類等の処理．………．…．…．……．………………………． ． ．…．…． ． ． ．…．……．…．……．…．…

住宅借入金の年末残高証明書の法定調書化への対応…．………． ． ．…． ． ． ． ． ． ． ． ．……． ．…．………．. ．…．………．

国外居住親族に係る扶養控除等の審査のポイント…．………………. ． . ． ． ． .…. ．…. ． . ． . ． ． ． . ． .…． ．…． ． ．…．….…

申告書の表示． ． ． ． .……………． ． ．……………． ．………． ． ． ． ． ． ． ． ．…． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．…． ． ．…． ． ．……．

添付書類の確認．……．…………． ． ． ．……………． ．……． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．…．…． ．…． ． ． ． ． ． ．……．

還付留保（解除）連絡せんの書き方．………． ． ． ． ． ． ．…． ． ．……．…． ．……．…． ．…． ．…． ． ．…． ． ． ．…． ． ．…． ．……

28

29

29

29

30

31

31

31

35

35

35

39

8

(1)

(2)

9

【別添】

別添1

別添2

別添3

別添4

還付申告書チェック表（外国人用） ． ．……．…．…．……． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．…．……． ． ．…．……． ． ． ． ． ． ． 、

医療費控除の明細書に関するお知らせ． ． ． ． ．…． ． ．…． ． ． ．…．……．……．…． ．…． ． ． ． ．……． ．…． ． ．………． 、

医療費控除に関するリーフレット ．……． ． ．…． ． ． ．……………．……． ． ．…． ． ． ． ．…．…． ．…．…．……． ．…

令和5年居住分住宅借入金等特別控除チェック表【新築・取得】 ． ． ． ． ．…．…． ． ．…．…． ． ． ． ． ．…． ． ． ．…．…． ． ．…

令和5年居住分住宅借入金等特別控除チェック表【増改築等】……．…．………． ． ．…． ．……．……． ． ．……

令和5年居住分住宅特定改修特別税額控除等のチェック表…． ． ． ． ．…． ． ．…．…．…．…………．…………． ． ．

令和5年1月以降に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ．…． ． .……． ．…． ． ． ． ． ． ． ． ．…． ． ．…

40

41

42

43

44

45

46別添5



1 審査マニュアルの目的

ポイントを押さえた審査を実施することにより、審査事務の－層の効率化を図る。

2審査の流れ

（1）審査前に行うべき確認作業(P5.4(1) 「審査前のバッチ構成」参照）を的確に行う。

（2）誤り連絡せん、添付書類等を基に審査を実施する。

（3） 審査の結果に応じ、 「還付留保（解除）連絡せん」を作成する。

（4） 審査後の申告書を整理する(P6.4(2) 「審査後のバッチ構成」参照)。

3審査のポイントー共通一

（1）計算誤り

申告書上の計算誤りがある場合は、KSKシステムの判定により「誤り連絡せん」が出力されるので、審査担当者は、基本的に電

卓を使用して税額等の再計算を行う必要はない。ただし、次の場合においては、システム上判定ができないため、確認．検算が必要

となるので注意する。

－1－



(2) 申告書第二表又は添付書類との不突合

イ

口

ノ、

(3) 不正還付及び不適法申告書への対応

申告納税制度を悪用して不正に還付金を詐取しようとする不正還付申告

や、税法に定めのない控除等を適用

した不適法申告については、的確かつ速やかに対応する。

なお、誤り連絡せんの誤り表示■■及び■■が出力された申告書の審査に当たっては、 P10.4(4) ｢■■■■■■■■■■■
■を参照し、内容に応じて事後（期中）処理対象とする。

－2－
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; 【参考資料】 §

(4) 留意事項

イ令和3年7月より、法務省の「登記事項証明書の添付省略に係る登記情報連携システム」 （以下「連携システム」という｡）を参

照することにより、不動産登記情報を入手又は参照することができるようになったことから、住宅借入等特別控除の審査の際に登

記事項証明書の原本又は写しが添付されていない場合は、P28.7(2) 「登記事項証明書添付省略への対応」を参照し、適切に対応す

る。

口令和2年分確定申告から医療費控除の経過措置が終了し、医療費控除の明細書の添付が必要となったが、領収書の添付はあるも

のの明細書の添付がない申告書が提出された場合は、P24.6(1)D(ﾛ） 「領収書のみ添付がある場合」を参照し、適切に対応する。
ハ平成31年4月1日以後、過年分を含めた全ての所得税及び復興特別所得税の確定申告書及び修正申告書（以下「申告書」とい

う｡）の提出の際､次の①～⑧に掲げる書類の添付又は提示が不要とされたため、単に源泉徴収票等が添付されていないことをもっ

て事後（期中）処理としない。

①給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

②オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書

③配当等とみなす金額に関する支払通知書

④上場株式配当等の支払通知書

⑤特定口座年間取引報告書

⑥未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
ノ

－3－



⑦特定割引債の償還金の支払通知書

⑧相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を適用する際の相続税額等を記載した書類

=KSKシステム及び共通番号管理システムの稼働時間(8: 15～17:30)に注意する。

ホ住宅借入金等特別控除については、譲渡特例又は住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例（以下「贈与非課税

特例」という｡）との重複適用の確認を行う必要があることに留意する(P29.7(3)「住宅借入金等特別控除と譲渡特例又は贈与非課

税特例との重複適用の確認」を参照)。

へ誤り連絡せんは、申告書に計算誤りがある場合のみ出力されるのではなく、損失金額の確認等、注意喚起を目的として出力され

る場合もあるため、確認すべき事項が確認でき次第速やかに処理を進める。

なお、バッチに誤り連絡せんの添付がない場合、バッチ処理状況確認表で誤り連絡せんの出力の有無を確認する。

卜事後（期中）処理対象とすべきかどうか判断がつかない場合は、必ず他の職員と協議するなどして判断することとし、自己の判

断のみで安易に事後（期中）処理対象としない。

チ事後（期中）処理対象とした事案については、誤りが1か所とは限らないため、確認すべき点は全て確認し、事後（期中）処理

担当者がいわゆる「二次審査」を行うことがないよう、審査担当者が責任を持って審査する。

リ外国人納税者については、区分に応じて添付書類が異なるので、注意する。

※後述のP35.8「国外居住親族に係る扶養控除等の審査のポイント」を併せて参照する。

ヌ添付書類の中に口座振替依頼書や各種届出書など、早急に他部門への回付を要するものが含まれている場合は、速やかに関係部

門へ回付する。

;…r雷憲章漬･;･ﾛ……….……………………………．..…ﾛ……….….….…………….….…………………………………………………………．．………..……….…………………….……；

①
②

e●●■●●●●●●●●●●B●●●●●ロ●●｡●●●●□●●●●■■■●●●●●●●●●●●●●●●●●●､●●､､●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●■■●●■■■■■■●■■､●、●
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審査のポイント一個別事例一

審査前のバッチ構成

イ審査前のバッチ構成（決算書等がない場合もある） 。
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(3) 審査のポイント

申告内容に計算誤りがある場合にはKSKシステムの自動計算により｢誤り連絡せん｣が出力されるため、申告書の内容を全体的に検

算する必要はないことから、次ページの菖事項にポイントをおいて審査する。
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(5) 誤り連絡せんの処理
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(6)審査後の誤り連絡せん等の処理

’
おって、申告書の厳格な管理の観点から、申告書原本は抜き出さないことに留意する。
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5 マイナンバーに関する審査のポイント

（1） マイナンバーに関する審査

審査に当たっては、次の「マイナンバーに関する申告書審査フロー」に基づき行うこととし、 「申告書誤り連絡せん作成者名簿」

の「番号確認」欄、 「身元確認」欄及び「実在確認」欄の表示から、個人番号確認票及び添付書類により行う。

なお、番号確認が「正当」 、身元確認が「済」になっていないと公金口座の利用が認められないため、必ず確認する。

○マイナンバーに関する申告書審査フロー

申告書回付

マイナンバー記載あり マイナンバー記載なし

身元確認

景鐵元確躍琴迩夛顯u顯灘幾潔のい霧誕測’
職種転免謙書等の身元確認喜類の写E毎，
※勤め添礎砲火職穐項の龍載力嚇ろ

識簿鍵溌鋪
蕊それ以外I薑ろいてI燕蓮後的に鋪税著&

涯謎類の喧

墓牛鋤1－〃､垂

刀や云甘r硬宜院への礎出曇準を満たすも《

毒旅する友ジー効空穂的な肌璽に努め昂一
ヂ■■●●●■■●｡■、●■■■■■、■■■●■■●●●、■●●■■■■■●●●■●●●●●■□■■■■■■■■、●■●●｡■●●●●■●■●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、｡●■■●｡●■●●●●●●●●●●●●●●●●●
0 ●

:※’ 「実在確潔欄｣及び｢身元確認欄」は､誤り連絡せん作成者名簿に表示される ；
;※2第三者作成書類の例示:社会保険料(国民年金保険料)控除証明書､小規模企業共済等掛金控除証明窪､生命保険料控除証明書､地霞保険料控除証明窪､寄付金控除評明！
： 番､書記事項鉦明壼､不動産売買契約樺等､住宅借入金年末残高好明舜 ；
■ ●

屯■■■●●●●●●99●●｡●●●Q●■●●●●e●□●●●●●●□●■■■●●●●●●●●､●●●●●●●■■●●●●●●●■■●●●BQGc●●●DD0●●●●●ロロロ●●●●●●●●●■、●■｡●●●●●cc●●●●■●●●●■●●●●●■●●●●●■■■●●
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(2) 番号確認に関する処理

「申告書誤り連絡せん作成者名簿」の「番号確認」欄に「E」表示があるものについて「個人番号確認票」が出力される。 「個
人番号確認票」に表示された「誤り表示」を確認し、次ページ「個人番号確認票の誤り表示とエラー内容」を参考にKSK納税者

管理情報と住民登録情報を照合の上、 「個人番号確認票」の下部の「確認結果」欄の「正当・エラー」のうち、該当する項目を
「○」で囲む。

確認結果が「正当」の場合は、 「申告書誤り連絡せん作成者名簿」の「番号確認」欄の「E」表示を抹消して「正」と記載し、
「エラー」の場合は、 「E」を「○」で囲む。

なお、OCRの誤読などマイナンバーの入力誤りの場合は、記載個人番号（又は補完個人番号）及び番号確認の訂正処理が必要
となることから、申告書誤り連絡せん作成者名簿の「番号確認」欄の「E」表示を抹消して「訂」と記載するとともに、
号確認票」の「確認結果」欄の左余白に「要訂正」と記載する。

｢個人番
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【個人番号確認票の誤り表示とエラー内容】

マイナンバーの記載誤りで、添付書類によっても正しいマイナンバーが分からない場合は、マイナンバーの記載がない申告書として

取り扱う。
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甲
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弘
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鍔確認票繊選1認1
摸あ誌議黛急ぎ＆
蕊蕊喜歎’豐」： #蕊燕垂:r; ; ;奇

0101

0191

問い合わせ個人番号

は住民登録情報に存

在しません。

問い合わせ個人番号

は存在しません。

住基ネットに問い合わせを行った結果、存在しないマイナンバーであ

る場合に表示される。入力誤りでなければ、マイナンバーの記載誤り。

マイナンバーを構成する検査用数字のチェックの結果、存在しない番

号である場合に表示される。入力誤りでなければ、マイナンバーの記載

誤り ◎

入力誤りの場合は、訂正

入力が必要となるため、

｢確認結果」欄の左余白に

｢要訂正」と記載する。

記載誤りの場合は、 「確

認結果」欄の「エラー」を

｢○」で囲む。

0201

0203

カナ氏名又は生年月

日が一致しません。

住民登録情報が本人

のものであるか確認

してください。

個人番号が変更され

ており、問い合わせ

個人番号は最新では

ありません。住民登

録情報が本人のもの

であるか確認してく

ださい。

カナ氏名又は生年月日が、システムによる突合の結果、不突合となっ

た場合に表示される。漢字氏名や住所等を総合勘案して、申告名義人の

マイナンバーであるか判断する。

申告書に記載されたマイナンバーが最新でなく、システムによる突合

ができなかった場合に表示される。 （カナ・漢字）氏名、生年月日や住

所等を総合勘案して、申告名義人のマイナンバーであるか判断する。

整理番号に旧マイナンバーが関連付いており、還付審査済入力等で

｢番号確認＝正当」と登録した場合には、自動で最新のマイナンバーに

更新される。

申告書に記載されたマイ

ナンバーが申告名義人のも

のである場合は、 「確認結

果」欄の「正当」を丸で囲

む ◎

それ以外は、 「確認結

果」欄の「エラー」を

｢○」で囲む。



(3) 身元確認に関する処理

「身元確認」欄に「未」と表示があるものについて、次のとおり処理する。

次のい了

①還↑

②損う

記載2

③修I

皇|こ起付口挫の記載か3

雪箪四宗の「前年分まで
且

甲舌害で、甲舌害第一表|こR

，る。 （令和3年分以前の修I

吝みの当初申告の内容ルー軸

＝UJl判谷か止し<

告雲箆五表の内乏

誤り連絡せん作成者名簿の「身元確認」欄の「未」を○で囲む。

※身元確認書類の提出を依頼する。ただし、事後的な接触の機会で実施するなど、

効率的に行う。

-18-

誤り連絡せん作成者名簿の

｢身元確認」欄の「未」を

抹消の上、 「済」と記載す

る 。

該当する

京

L



(4) 実在確認に関する処理

「申告書誤り連絡せん作成者名簿」の「実在確認」欄に「要」が表示された申告書について、次のとおり処理し、統括官等（統

括官等が指名した者を含む｡）が実施状況の確認を行う。

なお、実在確認の結果に係る記載方法及び統括官等による実施状況の確認方法については、署の実情に応じて、適宜の方法で実

施して差し支えない。

※審査に使用できるパソコン台数及び共通番号管理システムの稼働時間が8:15～17:30であることを考慮し、審査時に実施

せず、 「審査済入力」の担当者が一括して行うなど、各署の実情に応じ、効率的な実施方法についても検討する。
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実在確認が推認できるため、特段の処理は不要

申告書の提出が国税当局職員又は地方公共団体職員の面接に

よる場合

マイナンバーカード方式で送信されている場合

(不正還付が疑われる場合を除く。 ）

第三者作成書類が添付されている場合

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

｢実在確認」欄に、省略理由を簡記する。

上記以外の場合、共通番号管理システムの「共通番号検索・照会

(個人） 」から1件別に住民登録情報の照会を行い、申告名義人

の実在確認を行う。※

実在確認ができた場合

実在確認ができない場合

｢実在確認」欄の「要」の右余白に「OK」と記載する。

｢実在確認」欄の「要」の右余白に「NG」と記載する。

申告書については、還付留保とした上で身元確認書類の提出

を依頼する。



【申告書誤り連絡せん作成者名簿と個人番号確認票（所得税）の記載例】

毎則ロ 》 、..，皿…ー…

個人番号確餌票〔所得税》

P号璽

抄号唾
触り嚢承

年月9 ページ

八カ厘万
更駈年月日

代毎●壁ご《”》KE睦垂学＝

四■号

カナ歴

重…

函 里年月日

住嗣

口々

要訂正 …▽早’屋■・ェう＝

E B I U ＃ I B U
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6医療費控除の審査のポイント

（1） 源泉徴収票等が添付されていない場合（原則）
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イ

③
④

F■■■●●■●■■●●､●、●●●●●●●●G●●●●●●●●●●●●。■●●■●●●□●●●●■●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●■●●●●■■●●｡●●●●●■●■■●■●■●●●□●●■●■●●●●●●●●■●●●●●●●●●●

【留意事項】

1

２
３

■■■■■■s■■■。CQ●●●■●●●●●●●●●●■■･■■■■■■■■■■■･･･■､●●●、●■●g●●●●●●■●●､■□●■●●●●●●●■●●●■●●●■■●●●●●■●●●●●●●●●■■●■■●●■●●●●●●●●●●､､■●■●●●●●●G●●

－22－



口医療費控除の明細書、医療費通知、領収書等の有無を確認する。

医療費控除の明細書、医療費通知の添付がある場合(ｲ）

－23－



(ﾛ） 領収書のみ添付がある場合

以下の区分に応じて、必ず還付留保（解除）連絡せんを作成する。

A

(A)

(B)

(C)

別添2「医療費控除の明細書に関するお知らせ」及び※

別添3「医療費明細書に関するリーフレット」を送付する。
g●●■●■■●■■■■､､■■■■■●●■●■●●●●●●●●●■●●●●■●●●■■■■■■■■■■b■■■■■■■■､■■■■p●■■■●■●■●●■●●●●■●■■■■■■■■■■■｡●●●■●●､●●●●●●●●●●●●●●●｡､●●●●●●､●●●●

'J】干ロ

士 0】言刷茜

－24－



B

(A)

(B)

※

（ﾊ） 医療費控除の明細書及び領収書の添付がある場合
○

上記(ｲ)のとおり医療費控除の明細書と申告書の金額の確認妄行い、領収書は上記(ﾛ)の《ポイント》妾確認した上で取り外

す。 ．
なお、医療費控除の明細書が領収書を入れた袋に糊付けされているなど、一体となっており、容易に分離できない場合は、明

細書ごと領収書を取り外す（医療費控除の明細書のコピーの作成又は領収書奏別の袋に入れ替える等の作業は“要ない。 ） 。
F■■●●、■●■●■■■●●●●●●●●●●●●e●□●●●●■■■■■■■■■■■■■■■■●●●●●●●●●●●■■●●●●■●●●●●■●s・・■・・■■■・■｡■■■｡■■■■●■●■■■■●｡｡■●・●・●●●●●●●●●■●●■●①●■●｡■■■
■ Q

； 《ポイント》
の

■

■

【

①

】

(注）

②
屯■■■■■■■■■●●■●●●●■■□●●■D■●■■■●●■､｡■■■■■■■■､①■■■■●●●●●■●●●■●■■●●●●●■e●●g●●●●Q●■■■●●■□●●■●●●●●■■■■■｡■■■■■■■■■■■■■■□■､■､｡■●｡□●●●●g●C●●●● ●
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(2) 源泉徴収票等が添付されている場合（例外）

源泉徴収票等と申告書の記載内容が一致するかを確認する。

－26－



住宅借入金等特別控除の審査のポイント

住宅借入金等特別控除額の計算明細書の記載内容の確認

住宅借入金等特別控除各項目が正しく記載又は転記されているか確認を行う。

7

(1)

－27－



登記事項証明書添付省略への対応(2)

イ

口

(ｲ）

(ﾛ）

Ａ
Ｂ

C

､■■■■｡●●●■■■■■■■■●■■●●●●●●■●●●●■●■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●●●●●●●●●●●●●Q●●●ggDgg●、Q●●、●●●●●C●●□●●●g●●●Q●■■■■■■■■■●●■■■■■●■DDD■DDDD■■■■

【留意事項】

1

2

●
C■■●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●｡●●■●●●●●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●｡●●●●●●｡●●●●●●●｡●●●●e●●●●■●●●■●●●●●●ﾛ●●●●●●●■●●●●●
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(3) 住宅借入金等特別控除と譲渡特例又は贈与非課税特例との重複適用の確認

イ譲渡特例との重複適用の確認

（ｲ） 同一年分で重複適用している場合

誤り連絡せん（コード■■■）が出力されるため、申告書第三表の「特例適用条文」欄等を確認し、審査を行う。

※同一年分の重複適用

令和5年分に譲渡特例を適用し、同年分で住宅借入金等特別控除を適用している場合など

（ﾛ） 同一でない年分で重複適用している場合

誤り連絡せん（コード■■■）を確認し、審査を行う。
口贈与非課税特例との重複適用の確認

(4)

イ

各種特例と重複適用していた場合の対応

口

(5) 留意事項

イ過年分の申告の場合においても、同様に審査を行う。

口

－29－
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(6) 整理欄の補完記入等

なお、計算誤り等がある場合は、計算明細書に正当額を黒鉛筆で補完記入する（確認の際の「チェック」については、赤鉛筆を使

用するなど、OCRの読み取り誤りを防止する。 ） 。

また、添付書類を確認し、提出がある場合には「整理欄」の該当箇所に「1」を補完記入し、事後（期中）処理対象とする場合は

「仮」欄に「1」と補完記入する。

おって、住宅借入金特別控除適用者には、控除証明書を送付するが、令和元年分の様式改訂により控除証明書の交付の要否を記載

する欄が「控除証明書の交付を要しない場合」に変更となったため、本欄に「○」を補完記入すると納税者に控除証明書が送付され

ないことから、審査時に誤って補完記入することがないよう注意する。

※整理欄の記載については、P32． 「 【留意事項】」の「7」を参照する。

10控除歴明書の交付を要しない堪合

雲霧罵蒸需蕊覇露專鯛丁冒毒堂要L象い方は､右の｢要しない』の文字を だきし

等夷
巧P 。

全. 〕

斗壼繧
舛
均ｌ蕊麓

華

寅

ｘ
〃
て

テ

オ
q〃

毒TI 噂種

整理欄

蕊
連

蕊

－30－



(7) 「特例適用条文等」欄の補完記入等

申告書第二表「特例適用条文等」欄の居住開始年月日の記載を確認し、記載がなければ補完記入するとともに、審査担当者印を

押印又は署名する。

舅
(8) 添付書類等の処理

計算明細書、住宅借入金等特別控除に係る添付書類及び住民登録情報確認票等をまとめて専用封筒へ入れ、所定の箱に別途保管す

る。

なお、専用封筒に住所。氏名・整理番号の記載がない場合は、補完記入する。

おって、専用封筒が作成されていない場合には、添付書類の散逸防止等のために、審査担当者が確実に作成する。事後（期中）処

理対象とする場合は、連絡せんと合わせ、バッチ上部へ引き抜く。

(9)住宅借入金の年末残高証明書の法定調書化への対応

令和4年度税制改正において､居住年が令和5年1月1日以後の者については､金融機関等が税務署に｢年末残高調書｣を提出し、

税務署から納税者へ「年末残高情報」を提供する方式（以下、 「調書方式」という。 ）に変更する改正が行われたが、システム改修

について、対応が完了した金融機関等から、順次、令和6年1 日以後居住開始の者等の経過措置をすべての金融機関に適用し、

調書方式に移行することとなっている。

－31－
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【留意事項】

1 審査に当たっては 「住宅借入金等特別控除チェノク表」 （別添4）を,舌用して的確かつ効率的に行う

2複数年分の申告書を提出している者の住宅借入金等特別控吟に惇る添付害類については最新年分の計算明細書と合わせて専用

封筒に入れることとするか借入金の年末残高等証明書については各年分の書類が必要てあるため各年分の計算明細書に,添付

する

4計算明細書（住民税用）は取り外し、別途保管の上、地方団体へ回付する。

5計算明細書（控用）がある場合は取り外し、別途保管する。

6認定住宅新築等特別税額控除などの税額控除の計算明細書は、申告書とともに編てつするため取り外さない。

7 P32. 「【各整理欄について】」を参考に、該当箇所に「1」を記載する。

台鰻番･妙
・連番場。

8住宅の新築等が特例取得かつ新型コロナウイルス感染症等の影響による入居遅延に該当し、 13年間の控除の適用を受ける場合及

び中古住宅を購入し、新型コロナウイルス感染症等の影響により購入の日から6か月以内に入居できなかった場合の特例措置に該

当する場合には、 「入居時期に関する申告書兼証明書」の添付が必要となることに留意する（税務署整理欄の補完は不要)。

9再居住の住宅借入金等特別控除の適用（再居住）がある者については、翌年度以降の住宅借入金等特別控除証明書の送付を行う

ことからデータ入力漏れのないよう留意する（計算明細書二面「再び居住の用に供したことに係る事項」要確認)。
(再び居住の用に供したことに係る事項）

q･･････････････････････････…･…･･････････････････｡･･････････････….….…..…....................､ﾛ.､...................................｡........｡.….........｡............….….......…......｡......….……......……..…….....：
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口窄家 □その他〈 ）

その泉邑臆儲＆辮定

哨改凝等;#;宅倫入金

等蒋別技除の適用

I再鴫住の用に供した息合の再過剛
再び居往の用に侭したことi牙よ
□り、“定蛸改蕊淳)住宅慨入
金等紳捌触除のjl"hjを受ける

【再び居住の用に供した堤合の適用】
再び6住の用に便したこと唾り、

口籾めてその融に係る〈糠蝿篭榊
住宅16入舗将別描除の鋤lを受61る
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【各整理欄について】
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△小. ｡△

も分峯

登家
家屋の登記事項証明書

※家屋番号又は不動産番号の記載のみの場合、補完配入を要しない。

登土
敷地の登記事項証明書

※地番又は不動産番号の妃載のみの場合、補完記入を要しない。

契家 請負契約書や売買契約書などで家屋の取得年月日・床面積・取得価額を明らかにする書類又はその写し

契土 請負契約書や売買契約書などで敷地の取得年月日・床面積・取得価額を明らかにする書類又はその写し

残 金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る年末残高等証明書」

確 賦払債務が債務の継承に関する契約に基づく債務である場合にはその債務の継承に関する契約書の写し

証

○中古住宅の場合

・ 中古住宅の取得に係る地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する場合に建築士等か

ら交付を受けた耐震基準適合証明書等

○増改築等の場合

・ 建築確認済書の写し若しくは検査済証の写し又はこれらの工事に該当する旨を称する書類として建築士から交付を受けた増改築等

工事証明書
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①

認定

○認定長期優良住宅の場合

・ 家屋に係る長期優良住宅建築等計画等の認定通知書(長期優良住宅建築等計画等の変更の認定を受けた場合には、変更通知書)の写

し及び住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書(※家屋に係る長期優良住宅建築等計画等の認定通知書の

区分が既存である場合は当該認定通知書の写しのみ）

○低炭素建築物の場合

・ 家屋に係る低炭素建築物新築等計画の認定通知書（低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合には、変更通知書）の写し、

及び住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定低炭素住宅建築証明書

○低炭素建築物とみなされる特定建築物の場合

・ 特定建築物用の住宅用家屋証明書

○特定エネルギー消費性能向上住宅の場合

・ エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅（断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上の住宅）に係る建築

士等の住宅省エネルギー性能証明書又は及び登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価害

○エネルギー消費性能向上住宅の場合

・ エネルギーの使用の合理化に資する住宅（断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上の住宅）に係る建築士等の

住宅省エネルギー性能証明書又は及び登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書

付
(付表）連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書

(注） 「(特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書」のうち、帳票IDが「FA4022」のものに対応するものに限る。

仮 添付書類漏れ及び計算誤り等により事後処理対象とし、証明書の発行を見合わせるもの。

A 従前家屋等又は従前住宅に係る被害の状況等を証する書類(り災証明書） （その写しを含む）

B 従前家屋等又は従前住宅に係る登記事項証明書(滅失した家屋については閉鎖登記記録に係る登記事項証明書）

C 住民票の写し（｢その被害を受けた時及びその後におけるその者の住所を明らかにするもの」に係る住民票の写しに限る）



8国外居住親族に係る扶養控除等の審査のポイント

（1） 申告書の表示

(2) 添付書類の確認

国外居住親族を配偶者控除又は扶養控除として適用するためには、確定申告の際に非居住者である親族の年齢等の区分によって、

次の書類を提出又は提示するか、給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出又は提示する必要がある。

なお、申告指導の際に書類の提示を受け、内容を確認した場合は、指導担当者が確認を行った旨を適宜の方法で明示する。

墨曼墓憂菱篁皇憂臺憂皇H菫遡登二三室ご｝
イ親族関係書類

「戸籍の附票の写し（日本国または地方団体が発行した書類)」及び「国外居住親族のパスポート【写し】

又は

「外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類（国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限

る。 ） 」

－35－
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【留意事項】

・ 親族関係書類は、 「パスポートの写し」を除き、原本の提出又は提示が必要。

。 「外国政府等が発行した書類」とは、例えば次のような書類をいう。

※外国政府等には外国の地方団体を含む。

①戸籍謄本

②出生証明書

③婚姻証明書など
■

■●、■●●●●●●●●●●■●●■■■■■■■■●■■■●●●●●●●●●■●■■■■■■、、■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■■■■■■■■■■■■●●●●●●｡●●●●●の●■■｡■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■

口留学ビザ等書類

「外国政府等が発行した外国における査証（ビザ）に類する書類【写し】
又は

「外国政府等が発行した外国における在留カードに相当する書類【写し】
ハ送金関係書類

「金融機関が発行した書類又はその写しで、国外扶養親族に支払をしたことを明らかにする書類」

又は

「クレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、国外扶養親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカード

を利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭をあなたから受領

することとなることを明らかにする書類｡」

－36－
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● ■

● ■

； 【留意事項】 ；
● ■

： 、 いずれの書類も、写し（コピー）の提出が可能。 ；
□ ●

： ． 送金関係書類は、例えば次のようなものをいう。 ；
● ●

； ①外国送金依頼書の控え（その年において送金したもの） ；
● ●

； ②クレジットカードの利用明細書（利用日の年分のもの） ；
● ■

；※国外居住親族が使用するために発行されたカードで、その利用代金を本人が支払う、いわゆる「家族カード」をいう。 ；
● ●

； ただし、国外居住親族が複数いる場合は、各人について必要。 ：
● ●
● ■

C●●●●□■■■■■■■■●●■■■■｡①○の、●●■●■●句●●●●■■■■■■■■■■■■■■■●■■■●■●●●■■■■■■■■■■■●●●●●●●●●■●■■■●■●●●●●●●●●●■■■■●●■●●●●●●●●●●●●●■●■■■■■■●□

二38万円咲金書類

「咲令関係書類について、各人へその年における支払金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類｡」

(3)審査手順

審査に当たっては、 「還付申告書チェック表（外国人用） 」 （別添1）を活用の上で、確実に行う。

なお、添付書類の確認後の後続の処理については、以下のとおり行う。

(ｲ）

(ﾛ）

(ﾊ）

(ｲ）
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【留意事項】

●●･●。･･･････●････●●･･●●●･●･････●･････････●･･･････●････････････●･･●･･･････････●●●。●●｡●oooooooo･･･oooooo････●｡･･･｡･･････････Coo････●●●CO･･･｡･･････●･●･●･●･････････ooooooo●●･CO･DC････●･･･●●●●●●●●●●●･･･｡･････.･･
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還付留保（解除）連絡せんの書き方9
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別添1

○還付申告書チェック表（外国人用） （表面） O還付申告書チェック表（外国人用） （裏面）
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別添2

O医療費控除の明細書に関するお知らせ

令和 、年 、月 、日

鯛、税務署長

医療嚢控除の明細書に関するお知らせ

役務↑諺につきましては、 日頃からご協力いただきありがとうございます。
．さて、過日ご提出いただいた令和●年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書について、

「医療費控除の明細書』が添付されていませんでした．

医縦費控除を適用する期合は医療安の甑収書の提出に代えて、 「医療費控除の明細番」の添

付が必要となりますので、次回以降、医療費控除を適用する際は、同封のリーフレットをご砿

認の上、 「医療費控除の明細書」を添付していただきますようお願いします．

なお、ご不明な点などがございましたら、下記の担当者までお問い合わせください．

｢壺更~｢悪~｢両悪5RF~55~555~F~zl~5両石而~雨5司
燕棚当行にご連絡いただく願は、税務署の電駈言号におかけいただいた後．自動音声案内にしたがって． 12』を遺択してください．

この文害による行政楢導の責任君は、表紀の税務署長です．
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別添3

○医療饗明細書に関するリーフレット（表面） ○医療費明細書に関するリーフレット（裏面）

一 一一－－ ，■ 一一一

セルフメデイケーション魏訓の明綱膚は国税庁ホームベージからダウンロードしてください。 |’’

年分医療費控除の明細書【内訳書】

蝦この控溌を受ける方は．セルフメディケーション税制は受けられません。

氏名

蕊寵識隠譲
住所

隙 1医療買通知に記叙された事項
逼鰯貫通知(緑)を諺制するi諾､右麓”'】~<2通配入します
る砿…澗噂…す識惑”裳聾竪壷聴轟繊塑で.z勢6類
寿錘侭飢紀郵毎喝淫託

曇…綴｝

す

窯鑑瀦|輝騨鳶錬|錘蕊瀧
面

一
一

ぐ
ユ
５
ｆ
Ｒ
ｆ
Ｆ
Ｆ
■
ら
■
ｇ
Ｂ
局
、
１
１
１
１
１

ＨＰ■・

錘
陣
酎
医
ｂ
日
ロ
Ｅ
４
Ｐ
Ｂ
ｒ
Ｄ
Ｄ
０
辰
骨
・
Ｐ
Ｂ
ｒ
ｈ
■
ｐ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
９
，
，
一
賑
蝿
唯
僻
鹿
。
嘘
８
偲
躯

一再 一F－

円I鯵 円I諺 円 こ
の
明
綱
齋
は
、
申
告
害
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
曇

平成29年分の確定申告から、領収醤の提出の代わりに

"蕊療費控醗鱒明細書''の添付 2医疲賀(上記,以外)の明細脇麓錨艤駕熟ごとに顔とめて記入で雪讃す‘
5)《4mうぢ露郵X難
や杜念侭残など審
拙てん惑・、乙空風

4;支払った匿鐡麓
の顔

唯匿蝋老受けた方の
氏名

<g)蛎麓･蕪猯辱どの
宴私生の名称

職.医宝野の区分
が必要と塚りました。

円円【~識湾・諭寒扇減遷率サービス

ご居織忌鍵入コモの瞳○嘩竃画
曇壌･華コョ種“サービス
範画趣璽入．その鱈の薩画流
一一一

§詮議蕊識撮
風趣･稗ご廻率サービス勢樫壁忌喝入裁その値画皮痘闘

醗蕊譲裂認雛撮
■寺 ■函a ■■ ■■■■ r■司当■少 ■◆■ 守■● ■■■ ぬ寺

闇織謡蕊識睦撮
■■ ﾛ ､屯■一画■クー■■｡■■口宇 ■■■■LP ロロ■ qも…■甲

豐蹴糎･窮掴-．穴稜率ﾂｰ噂久
男轆鶏樋晶.賢凝璽酋里厚箪焚

3謹譲蕊霊誌綴

※塞採賀の領収誓は皇宅で5年間拝存する必要があります．
（税務器がら求められたときは、提示又ば提出しなければなりません． ）

※医欽漂験者等から交付を受けた医涼賀通知を添付すると、明綱の記入を省靖できます。

（医繊閲通知とは、健康拝険掘合等が発行する『医縦賀のお知ら言』ばどです， ）

（”嚥蹴賀翻対奄議付する鳴合、爆険穂鋳熱及び塗録険檎都翰,剛・綴号蕊分にマスキング鍵覗（識犀野が領元で雪難い
暖度に無マジック詮どで慾り潰すこと》蓮お識､し讃す．

＝-.._璃 即一一 与 写～P一一一一一一= ……＝■･坐n屯.､■･曲悲-…･坤1mT咽--,『▲ﾛq貯一一睡 凸 野… ，空?齢…1一ゴー4ｮ 。…一号2…－…且－－▲鋤△唖』…』鉾

－6－－

■◆唖寺，…■－－－

－

一●一

一一

『
一
一

一
一
一

息

医療費控除の明細書（褒面）の記載例 蕊麗譲鑿蕊溌綴

謬蕊蕊溌龍凝
目溌鐙認溌誌綴
ﾏ ﾛ ﾏ ■■一凸■■ P■■一一や■■■▲土ごa

3蕊綴蕊蕊溌綴
卿麓僚､焼翠靭癖虜険サービス
屡鼠蕊轆…遡竺興瞳曾哩壇
鋼稔頚･港諮郵3通墜減ワニピス
ご偉冠鯉唾入‘霊その鱈の髄劇臓

一
一年分蟹箪園豆漣の翠讐【内観割

醒嘩恥曽切毒鱈鞭ルェタ4汀=麺ソ斡睡畏励も｡r五㎡~

0t域
画一一一

V薗面同摺雪骨壷宮､脆京■
稗毎

一……■－ー■◆O脚村BBqb蝉凸幽凸凹｡脚■“■“○－

一●*一心一一一一.

一一一

甲一一一一－■■“￥●年一一→ヤ

ー一一一画

恵詮譲裟蕊龍綴
露‘癖
罹…入 §溌誌綴

ｇ
６
ｉ
－

急 霊
2の合計

へ

IB| ’|A
(鯵･卜垂） 円 《垂十鋒》 同

2医綴燭（上記1以外）の明細 医織測の合計

ミ ’ ’
3控除剛の計算

･医繊を受けた人
・病鴎.・桑局

ごとに医羅麓を合計
して記載します。

、豊一幸

《合沸》 円
一

Ａ
－
Ｂ
Ｃ
－
Ｄ
－
Ｅ
－
Ｆ
Ｇ

露Zgaた蜜蝋密

1鴬r

【マイ藷｡と者茸C像】

１
》
鯉
の
可
Ｉ
ノ

》
爽
帯
》
》
》
》

《
《
》
し

函
癖

・
蝿
》
↑
《
》
準

》
戯
議
睡
丞

一
一
》
》
》
銅
》

唖
》
一
》
・
魅
隅
癖
唖
・
１

－碁
③ 【涙写のどきほじ『咄

湧xQC5
鹿や■一寺一一一L一宇←一一一一

演と1蝿同のいずれか
少ない方の翁顕

￥溌瀞
【噸諏乃?1.鄙孝のとさ'ﾕU鰯

■■■■■‐Q■■■■■■■一両一■園■函＝一…一一ー■＝■■■U■■■■面●龍■■…■U“間中、函………＝…■両■ｰー■

医錬質控除の申告は
確定申告書等作成コーナーで！

「医療質控除の明細謡1も作成できます壱 I1 蕊｡識
唾.tl

織税務器
11tps:〃www､kei”､.nRa.g”p

-.42－

蜜鷲f鳶

領収書では医療費控除は
受骸ら秘ません！ 、

蕊議蕊磁溌騒蕊蕊議蕊
謡元

I

霊

苫瀦

副幾at気lﾅ皮汐の
屍毛

厩毎蕊さ憂国駁どの
率先の名作

欝璽の身心蝉
轍
・
Ｐ

埠室庚醐
貝 ．

§国税太郎
局■■■■■■祉苫■寓

日田呪花子 00診痘所
、癖
』
や
｛
ザ
》
箪
一
輝
Ｌ
函
一
広
】
承
盛
凸
・
ず
〕
暉
一

■訂痛尻

藤議恵震露

琶
紙
齢 ウAl 垂巷含

I

700円

ーー1■■■

4月”円I

晒産甲厨



別添4

○令和5年居住分住宅借入金等特別控除チェック表【新築・取得】 （裏面）

4中古住宅

「一－雨壼－r一一=一恵竜

O令和5年居住分住宅借入金等特別控除チェック表【新築．取得】 （表面）

国
令和5年居住分住宅借入金等特別控除ﾁｪｯｸ表
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O令和5年居住分住宅借入金等特別控除チェック表【増改築】

■霊■ 令和5年居住分住宅借入金等特別控除ﾁｪｯｸ墨【増改鰯尊】 ．
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確定申告召の提出の際に提示する必要があります．ただし、給与箸の支払者に謡に提出し、又は提示

したことにより年末鯛整において扶蟹窪除等の適用を受けている混合のこれらの題類については､そ

の必要はありません。

令和5年1:月以後にf鍾走： : :准琴鐸冬．
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令和5年1月1日以後に支払を受けるべき給与等の源泉撤収や年末鯛整に当たって、給与等の支払

を受ける居住者の万（あなた）が、非居住者である親族について、扶震控除等（扶慧控除、配偶者控

除、配偶者特別控除又は障密者控除)の適用を受ける場合には、次のとおり、その親族に係る『題庭

園隆豊題』、「…笠圖題｣、 「送金関係宙類｣又は｢aa万円沃令書類jを、給与等の支払者に提

出し、又は提示する必要があります。

「親族関原趨類」とは、次の①又は”いずれかの書類（日本語での翻訳文も必要です.）で、非居

住者である親族があなたの親族であることを証するものをいいます。

①戸篭の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した言類及び非居住者である親族の旅券（パス

ポート）の写し

②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した邑類（非居住者である韻族の氏名、生年月日及び住所又

は居所の紀磁があるものに限ります.）

（注） 1 外国盈府又は外国の地方公共団体が発行しだ■類は、例えば、戸踊田本、鼎牛醗明趨、姻姻鉦明唇などの

因類が醗当します。

2 1つの宙顕だけでは、非居住者である韻族の氏名、生年月日及び住所又は居所の全てが配敏されていない

過合や、非屋住者である親股があなだの親族であることを証明することができない喝合は、碩数の因頚を組

み合わせることにより虹明する必要があります．

3親族関係召類は、国外居住短確の旅券の写しを除き、原本の握出又は璽示が必要です．

416窓未濁の非居住者である親族（沃莨腔餘の対象とならない扶■親族）であっても障冨者控除を受ける

圃含には、親族聞孫毎類及び垂金聞孫毎類の樫出叉は提示が必要です．

5扶塾控践等の対象となる覗族は、6親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族になります．

＜扶整控除に係る確湧■類渉

域蕊通学ど鋸醤罰灌は

「留学ビザ等圏類」とは､外国政府又は外国の地方公共団体が発行した次の①又は②の書類（日本鱈

での翻訳文も必要です.）で、その非居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資

格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を鉦するものを

いいます。

①外国における蚕歸（ビザ）に類する書類の写し

②外国における在留カードに相当する言類の写し
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＜配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除に係る礎騨唇類渉

「送金関係書類」とは、次の■類（日本語での翻訳文も必要です｡）で、あなたがその年において非

居住者である親族それぞれの生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするも

のをいいます．

①金融機関が発行した密類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなだから非居住者で

ある親族に支払をしたことを明らかにする曹類

②いわゆるクレジットカード発行会社が発行した百類又はその写しで、非居件者である親族がそのクレ

ジットカード発行会社が交付したカードを利用して周品の購入や役務提供を受けたことに対する支払を

したことにより、その代金に相当する額の金銭をあなだから受領し、又は受領することとなることを明

らかにする害類

（注）1 送金関係目類には、例えば、次のような盛類が咳当します．

なお、知り合いの万に依頭して生活費等を現金で非居住者である親辰に渡している喝合などは、送金関係

■類がないことになり、怯蟹控除等の適用を受けることができませんのでご注恵ください。

①外園喪舎破頭■の煙え

※その年において送金をした外国送金依鞭百の樫えである必要があります．

②クレジットカードの利用明紹■

(注）年末規整の際、配偶者控除等申告■の哩出時に、これらの確脾書類を提出又は混示する必要があります．
なお､扶疫腔除等申告■を提出する暗に、非居住者である配偶者について､「親朕聞侃■類」を給与客の支払
省に握出又は握示した退合には､配偶者陸除等申告■の提出の暗に、「親族関侃■剛」を給与箸の支払省に狸出

又は提示する必要はありません．

また､確定申告において､非居住者である親族について扶蟹控除等の適用を受ける賜合､「親族関係

密類｣、「留学ピザ等密類』、 「送金関係固類」又は『38万円送金書類」を確定申告雷に添付し、又は
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非居住者である親族の年齢等の区分
扶養控除等申告害の

提出時に必要な書類
年末鯛整時に必要な召類

16鼠以上30歳未滝又は70重以上 ｢親族関係密類」 ｢送金関係書類」

30歳

以上

70"

未満

①留学により国内に住所

及び居所を有しなくなっ

た者

②障害者

③あなだからその年にお

いて生活費又は教育費に

充てるための支払を38

万円以上受けている者

(上記①~③以外の者）

｢親族関係密

｢留学ビザ等

類」及び

害類」
｢送金関係密類」

｢親族関係密類」 ｢送金関係芭類」

｢親族関係題類」 ｢38万円送金雷類」

(扶養控除の対象外）

適用を受けようとする控除
扶養控除等申告害の

提出時に必要な四類

年末鯛

必要

配偶者控除、配偶者特別控除
｢親族関係圏類」
※週泉疫除苅象配毘壱に咳当

する逼合のみ椌除可

｢親族関係書類」及び

｢送金関係書類｣(注〉

障雪者控除 ｢親族関係書類」 ｢送金関係芭類」



※1 クレジットカードの利用明朗■とは､あなだがクレジットカード発行会社と契約を厨結し､非庖住管

である親族が便用するだめに発行されだクレジットカードで、その利用代金をあなたが支払うことと

している石の（いわゆる窓飯カード）に係る利用明麹■をいいます．この喝合、その利用明司■ば家

族カードの名憾人となっている非居住者である親確に係る蚕舎魍優■頚として取り扱います．

2クレジットカードの利用明紹芭は、クレジットカードの利用日の属する年分の塞舎聞優書類と愚り

ます‘

2榎数人の非居住者である親族について扶畳疫除等の通用を受ける埋含は、その親瞳置とF送金等を行うこ

とが必要となります．

しだがって、例えば、配偶壱と子が非居住者である塑樺貯判たる喝合で、配鴎者に－鱈して生ま■秀送金

しているときは、その透金関係■類は屋岡者に係る送金関係■類には咳当しますが、子に係る送金関係■頚

には麟当しないことになります．

3送金関係固頚については、扶養窪除等の適用を受ける年に送金等を行った全ての宙類を握出又は提示する

必要があります．

ただし、同一の非居住者である親族への送金等が年3回以上となる喝合には、－定の事項を記範した明紐

■の提出とその非g住者である親族へのその年圃初と図唆に送金等した暗の送金関係昼麺の掴出叉は握示

をすることにより、それ以外の窪令醒鰹室罰の璽出又噂提示を省路することができます．

なお、この坦合は提出又は握示を雀路した法令鯉露璽頚をあなたが保管する必要があります．

4 16歳未潤の非居住者である親族（按民瞳除の刻象とならない扶養親族）であっても障害者控除を受ける

蝿合には、親賎聞係■韻及び送金関係■類の鯉出又は握示が必要です。
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「38万円窪令書類」とは、 「送金関係呂類」のうち、あなだから非居件者である墾睦各人へのそ

の年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする唇類をいいます。

（注） 38万円送金圃類については､扶壁擢除の適用を受ける年に送金等を行った全ての■類害擢醗又は提示する必

蜜があります．

にたし､同一の非居住者である親族への送金等が年3回以上となる喝合には､一定の事項を配載しに明鯛■の

掴出とその非居住者である韻族へのその年囚初と踊後に送金等し腫瞭の毎類の榎出又は握示をすることにより、

それ以外の書頚の握出又は提示を省略することができます．

なお､上記の「その年囲初と睡鑑に送金等しだ園の■類」に係る送金尋の額の合針顧が38万円未渇であると

きは、この「その年最初と最後に送金等し腫瞭の■類」に加えて、その非居住者である観族へのその年の送金等

の醗の合計甑が38万門以上であることが明らかとなる分の蜜顛の提出又は提示をする必璽があります（例え

ば、 「その年最初と圃後に透金等した暗の■類」に係る送金尋の額の合計顕がso万円である坦含、これらの■

類に加えて、送金等の額が8万円（38万円－30万円）以上の■類の提出又は撞示をする必要があります.)．

また、提出又は提示を省略した38万円沃今璽顎については、あなだが保管する必要があります．

※群し＜は、国税庁ホームページに掲載している_｢令和5年1月からの国外居住額族に係る扶番裡醗等Q＆A
（燕泉所得税関係)」をご覧ください．

※このパンフレットは、令和4年9月1日現在の所得税法辱関係送令の規定に基づいて作成しています．
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